
四日市市燃料電池自動車導入促進補助金交付規則をここに公布する。  

  令和５年９月２９日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第６３号 

   四日市市燃料電池自動車導入促進補助金交付規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、燃料電池自動車（以下「ＦＣＶ」という。）を導入する者に対し、

四日市市燃料電池自動車導入促進補助金（以下「補助金」という。）を予算で定める

範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 この補助金は、ＦＣＶを導入する者に対し、その経費の一部を補助すること

により、ＦＣＶの普及を支援し、もって四日市市域における地球温暖化防止対策の

推進及びゼロカーボンシティの構築に資することを目的とする。  

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれ

かに該当するものとする。 

 (1) 次条に定めるＦＣＶを購入し、自動車検査証上の所有者及び使用者となってい

る個人又は法人（ただし、当該車両の所有権が留保された購入である場合は、自

動車検査証上の使用者となっている個人又は法人） 

 (2) 次条に定めるＦＣＶを購入し、自動車検査証上の使用者と当該車両について令

和４年度補正クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程（令和５年３月

２２制定。以下「国の交付規程」という。）にて定める取得財産等の処分を制限す

る期間（以下「処分制限期間」という。）以上の賃貸借契約を締結しているリース

事業者 

２ 前項の規定にかかわらず、本市の市税を滞納している者は補助対象者としない。  

（補助対象ＦＣＶ） 

第４条 補助金の交付の対象となるＦＣＶ（以下「補助対象ＦＣＶ」という。）は、次

の各号すべてに該当するものとする。 

(1) 国の交付規程の規定に基づき補助対象車両として登録されたＦＣＶであること。 

(2) 補助金の交付を受けようとする年度に補助対象者を所有者として初度登録され

たＦＣＶであること。 



(3) 自動車検査証の「使用の本拠の位置」が初度登録時から四日市市内となってい

るＦＣＶであること。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象ＦＣＶ１台につき２０万円とする。ただし、補助対

象ＦＣＶの購入費用を超えることができないものとする。 

（募集及び交付申請） 

第６条 市長は、募集期間を決定し、補助金の交付を受けようとする者（以下「申請

者」という。）を募集する。 

２ 申請者は、前項に規定する募集期間の末日までに初度登録し、その使用を開始す

るとともに、補助対象ＦＣＶの購入費用に係る支払を完了しなければならない。 

３ 申請者は、四日市市燃料電池自動車導入促進補助金交付申請書兼実績報告書（第

１号様式）に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。  

（交付の決定等） 

第７条 市長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等

の審査、必要に応じて行う調査等により、予算の範囲内において、補助金を交付す

べきものと認めたときは速やかに交付の決定を行い、申請者に対して、四日市市燃

料電池自動車導入促進補助金交付決定兼確定通知書（第２号様式）によりその旨を

通知するものとする。 

２ 市長は、前項の決定に際して、必要に応じ、条件を付することができる。  

３ 市長は、第１項の規定により不交付となった申請者に対して四日市市燃料電池自

動車導入促進補助金不交付決定通知書（第３号様式）により通知するものとする。  

（補助金の交付） 

第８条 前条第１項の規定により補助金交付決定兼確定通知を受けた者（以下「決定

者」という。）は、速やかに四日市市燃料電池自動車導入促進補助金交付請求書（第

４号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の書類が提出されたときは、必要な審査を行い、適当と認められる

ときは決定者に対し補助金を交付するものとする。 

（管理） 

第９条 決定者は、補助対象ＦＣＶを処分制限期間の間継続して使用しなければなら

ない。 

２ 決定者は、補助対象ＦＣＶが毀損又は滅失したときは、その旨を市長に届け出な

ければならない。 



（処分の制限） 

第１０条 決定者は、補助対象ＦＣＶの処分制限期間内において、当該補助対象ＦＣ

Ｖを処分（売却、譲渡、交換、貸与、担保、廃棄及び自動車検査証の「使用の本拠の

位置」が市外となった場合をいう。以下同じ。）しようとするときは、あらかじめ四

日市市燃料電池自動車導入促進補助金に関する財産処分承認申請書（第５号様式）

を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の書類が提出されたときは、必要な審査を行い、適当と認めるとき

は、四日市市燃料電池自動車導入促進補助金に関する財産処分承認通知書（第６号

様式）により決定者に通知するものとする。 

 （検査） 

第１１条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、決定者の報告に

基づき、帳簿等関係書類及び車両保管場所等を検査することができる。  

 （交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第７条の規定に

よる交付決定の全部又は一部を取消すことができる。 

(1) この規則及びこの規則の施行に関し市長が別に定める事項又はこれらに基づく

条件に違反した場合 

(2) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合  

２ 決定者は、市長が前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に対

する補助金の交付を受けているときは、市長の請求に応じ、交付を受けた補助金の

全部又は一部を返還しなければならない。 

３ 決定者は、第１０条の規定により承認を受けて補助対象ＦＣＶを処分した場合に

おいて、市長の請求があったときは、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還し

なければならない。 

 （協力） 

第１３条 市長は、決定者に対し、次の各号に掲げる事項について協力を求めること

ができる。この場合において、決定者はこの求めに応じなければならない。  

(1) 使用状況の調査 

(2) その他市が協力依頼する事項 

 （補助金の評価） 

第１４条 市長は、補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十

分に検証するものとする。 



２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、規則の改正又は廃止その

他の適切な措置を講じるものとする。 

 （雑則） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

 （有効期限） 

２ この規則は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

（環境部環境政策課） 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

  年  月  日 

 

四日市市燃料電池自動車導入事業費補助金交付申請書兼実績報告書 

 

四日市市長 

四日市市燃料電池自動車導入事業費補助金交付規則第６条第２項に基づき、下記のとおり必要書類

を添えて補助金の交付を申請します。 

記 

１．申請者（所有者） 

申請区分（□ 個人、法人 □リース事業者） 

フリガナ  

氏名／法人名  

現住所 
〒 

 

電話番号 （固定電話）         （携帯電話） 

  ※交付申請書提出時の住民票住所又は事業所の住所を記載してください。 

 

２．使用者（申請者と同じ場合は記載不要） 

フリガナ  

氏名／法人名  

現住所 
〒 

 

電話番号 （固定電話）         （携帯電話） 

  ※申請者（所有者）、使用者は自動車検査証と内容が合致するように記載してください。 

 
３．申請書類に関する手続き代行者（申請者が手続をする場合には記入不要） 

業者名  住 所  

担当者名  電話番号  

※市からの上記の者に対する提出書類の内容等に関する問い合わせについて、応じることを同意しますか。 

□ 同意します 

 

４．申請内容 

（１）自動車登録番号又は車両番号  

（２）登録年月日／交付年月日 年   月   日 

（３）車名等 車名（メーカー名）  

型式  

通称名 グレード  

 

 

 

 



 

５．添付書類 

添付書類 チェック欄 

申請者（申請者がリース事業者の場合は使用者）の四日市市税の滞納が無

いことの証明書（申請日の３か月以内に取得したもの） 
□ 

補助対象自動車の自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項の写し □ 

契約書や注文書等の当該車両の購入に係る契約が確認できる書面の写し □ 

当該補助対象自動車の購入費用に係る支払証憑の写し又は全額支払いの手

続きが完了していることを証明する書類の写し 

※購入の場合は領収書の写し等、ローン・クレジット・保証・割賦等であ

れば当該支払方式を合意したことが明記されている、申請者が契約者とな

っている契約書等。 

□ 

ローン等による購入で、自動車検査証の所有者と使用者が異なる場合は、

保管場所標章番号通知書の写し又は使用者が契約者となっているローン契

約書の写し 

□ 

 

○【申請者がリース事業者の場合は以下の書類もご用意ください】 

添付書類 チェック欄 

使用者が契約者となっている自動車賃貸借契約書の写し □ 

貸与料金算定根拠明細書（第１号様式 別紙） □ 

現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し（収受日から３か月以

内に取得したもの） 
□ 

※その他市長が必要と認める書類 



第１号様式 別紙（第６条関係） 

  年  月  日 

 

貸与料金算定根拠明細書 

 

四日市市長 

１．申請者 

フリガナ  

事業者名  

フリガナ  

代表者役職氏名 
 

 
 

２．使用者（申請者と同じ場合は記載不要） 

フリガナ  

氏名／法人名  

現住所 
〒 

 

  ※交付申請書提出時の住所を記載すること。申請者、使用者共に署名もしくは、記名押印をする

こと。 

 以下について双方合意の上、提出いたします。 

 

３．貸与自動車 

自動車登録番号又は車両番号  

車名等 車名（メーカー名）  

型式  

通称名 グレード  

 

４．リース料金・リース期間 

 

 月額リース料金 

（消費税抜） 

総額リース料金 

（消費税抜） 

補助金無し 円 円 ① 

国等他団体の補助金あり…★ 円 円 ② 

★＋本市補助金あり 円 円 ③ 

リース期間（月数）    ヶ月 

 

※国等他団体の補助金を申請していない場合、②欄は①欄と金額を一致させること。 

※②－③（総額リース料金）が２０万円以上になるように設計すること。 



第２号様式（第７条関係） 

第       号 

  年  月  日 

 

           様 

 

                               四日市市長 

 

 

四日市市燃料電池自動車導入事業費補助金 

交付決定兼確定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった四日市市燃料電池自動車導入費補助金に

ついては、下記のとおり決定・確定をしたので、四日市市燃料電池自動車導入費補助金交

付規則第７条第１項に基づき通知します。 

 

 

記 

 

 

１．補助金の額 ：２００，０００円 

 

２．注意事項 

（１）四日市市燃料電池自動車導入事業費補助金交付規則を厳守すること。 

（２）四日市市燃料電池自動車導入事業費補助金交付規則に違反した場合、 

交付決定を取り消すことがあります。 



第３号様式（第７条関係） 

第       号 

  年  月  日 

 

           様 

 

                               四日市市長 

 

 

四日市市燃料電池自動車導入事業費補助金 

不交付決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった四日市市燃料電池自動車導入事業費補助金につ

いては、不交付が決定したので、四日市市燃料電池自動車導入事業費補助金交付規則第７

条第３項に基づき通知します。 

 

 

不交付の理由： 

 

  



第４号様式（第８条関係） 

  年  月  日 

 

四日市市長 

               住  所 

 

               氏  名               

 

               電話番号 （    ）   － 

 

 

四日市市燃料電池自動車導入事業費補助金 

交付請求書 

 

年  月  日付けで補助金交付額の決定・確定通知を受けた四日市市燃料

電池自動車導入事業費補助金について、四日市市燃料電池自動車導入事業費補助金交付

規則第８条第１項に基づき、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１．請求する補助金の額 ： ２００，０００  円 

 

２．補助金の振込先（申請者と同一名義の口座） 

金融機関名  支 店 名  

預金種別 普 通 口座番号  

フリガナ  

口座名義 
 



第５号様式（第１０条関係） 

  年  月  日 

 

四日市市長 

 

               住  所 

 

               氏  名               

 

 

 

四日市市燃料電池自動車導入事業費補助金に関する 

財産処分承認申請書 

 

四日市市燃料電池自動車導入事業費補助金交付規則第１０条第１項の規定に基づき、

下記のとおり財産処分の承認を申請します。 

 

記 

 

１．処分の方法 

  該当する項目を○で囲んでください。 

  売却 ・ 譲渡 ・ 交換 ・ 貸与 ・ 担保 ・ 廃棄 ・ その他 

 

 

 

 

 

２．処分の時期 

    年  月  日から（    年  月  日まで） 

 

３．処分の理由 

 

４．収益額（処分により収益があった場合は、その額を記載してください。） 

 

 
その他の理由 

 



第６号様式（第１０条関係） 

第       号 

  年  月  日 

 

          様 

 

                              四日市市長 

 

 

四日市市燃料電池自動車導入事業費補助金に関する 

財産処分承認通知書 

 

 

  年 月 日付けで提出のあった財産処分承認申請については、四日市市燃料電池自

動車導入事業費補助金交付規則第１０条第２項に基づき、下記のとおり承認します。 

 

 

記 

 

１．処分の方法 

 

 

２．補助金の額               円 

 

 

３．処分の時期 

    年  月  日から（    年  月  日まで） 

 

４．処分の理由 

 

 

 

 

５．収益額 

 

 

 

 

 


